
第５回　幹事会　議事録

２０２２年８月２３日

幹事長　　飯　島　奈　絵
１．日　　時		２０２２年８月２３日（火）午前１２時００分～午後１時００分
１．場　　所		堂島法律事務所会議室及びＺｏｏｍミーティング
１．出席幹事　＜五十音順・敬称略＞
【Ｚｏｏｍミーティングによる出席】
　飯島　奈絵　　岩城　　穣　　岩本　　朗　　奥村　昌裕　　尾崎　一浩　　
河村　利行　　木内　道祥　　久保井　一匡　黒田　　愛　　高江　俊名　　
田島　義久　　田積　祥子　　富井　和哉　　中島　宏治　　西田　　敦　　
西原　和彦　　原野　早知子　吹矢　洋一　　堀　　智弘　　堀川　智子　　
松井　淑子　　溝上　絢子　　峯田　和子　　宮下　泰彦　　村瀬　謙一　　
森野　俊彦　　両角　麻子　　安原　邦博　　渡部　真樹子　
（オブザーバー：西念　京祐，下枝　歩美，小野　宙（議事録作成））

幹事総数　　　　　　　　　８７名
出席幹事の数　　　　　　　２９名
合計　　　　　　　　　　　２９名

　本幹事会は適法に成立し，幹事長飯島奈絵は本幹事会の議長として副幹事長渡部真樹子を指名した。議長は，開会を宣し，直ちに議案の審議に入った。

【議事の内容】

１　　選考委員会報告の件
　第２回選考委員会兼２０２３年度大阪弁護士会副会長推薦候補者から意見をお聞きする会（２０２２年（令和４年）７月２２日）において，立候補のあった副会長推薦候補者高江俊名会員のお話をお聞きした上で，本年度選考委員会として，次年度副会長候補推薦者の選考方法について，選考委員会規則第１１条４項・同５項により，無記名投票以外の簡易な方法で決すること，及び次年度副会長候補推薦者として，高江俊名会員を選考することについて，いずれも別段の異議なく，満場一致でこれを可決したことについて，報告がなされた。

２　　各種委員会からの活動報告／選考，政策，広報，研修，親睦，若手会 
（１）政策委員会（担当副幹事長：松井淑子，委員長：中島宏治）
・第１回政策シンポ　１０／７（金）午後６時３０分～＠１２０５会議室（ハイブリッド開催）「弁護士の人権活動は持続可能か～「ひまわり」委員会の活動を通して人権活動の可能性を探る～」。
ひまわりの委員の先生方をパネリストとしてお招きして，討論していただく。
ご案内文は以下のとおり：
「弁護士の人権活動は時代とともに多様化し，活動領域が拡がっていますが，それに伴い，増大する活動を個々の弁護士の志だけで支えていくことができるかなど，課題も生じてきているように思われます。
　高齢者・障害者総合支援センター運営委員会（ひまわり）は，１９９８年に発足して以来，様々な領域にその活動を拡げてきていますが，今年は，障害者権利条約の関係で日本が国連の審査を受けることもあり，新たな人権課題へのさらなる取組の強化も求められています。
　そこで，「ひまわり」の活動を通して，弁護士の活動が新たな領域に拡がっていく可能性を探るとともに，人権活動を持続可能な形で維持し，発展させていくうえでの課題について考えるため，本シンポジウムを企画しました。
是非，多数の皆様にご参加いただき，ともに考えたいと思います。」
仮チラシ案も完成しており，８月中には配布予定。
・第２回政策シンポ　１月下旬頃。「弁護団活動」を取り上げる予定。
・メンバーの追加募集をしたい

（２）広報委員会（担当副幹事長：西原和彦，委員長：堀川智子）
・会報秋号の作成作業が佳境に入っている。
　各種原稿，レイアウト構成のチェック作業，特集記事（会長インタビューの他，太地町のイルカ追い込み漁等をテーマに取り上げる）の執筆作業等。
印刷版については，裁判所等の外部機関や希望会員向けに準備する。
９月総会までに発刊できるよう，各種デッドラインを設けており，ラストスパートに入っている。

（３）研修委員会（担当副幹事長：田積祥子，委員長：西念京祐）
　・７／２２（水）「しくじり先生～教育事業撤退の経験から学んだこと～」開催。
　公認会計士の河野講師が，いろいろな戦略を練った上で教育事業に参入したが，様々なトラブルに巻き込まれ，撤退を余儀なくされたというご経験から，示唆に富むお話をいただけた。懇親会も含めて大盛況のうちに閉幕。
　・第３回企画：１１／７（月）午後６時３０分～　岡口基一裁判官，中村真弁護士による「裁判官！当職そこが知りたかったのです」企画。
　同書は，裁判官が書面のどこに注目するのか，和解の時には何を考えているのか，多くの実務家が知りたいところを取り上げた書籍である。発刊後５年を経過しており，この度著者のお二方をお招きして，新たなテーマも入れて開催予定。
　岡口裁判官の著書である「要件事実マニュアル」は，とりわけ若手会員にとって広く知られた書籍であり，知名度も高い。
　今後，春秋ネット内において，講師のお二方への質問項目を募集する予定。普段の業務の中で気になる点，疑問点について，当日のパネルディスカッションで使用させていただく。是非お寄せいただきたい。
　　「裁判官！当職そこが知りたかったのです」には相手方代理人は知っているのに，自分は知らずに民事訴訟に臨むことは怖い実務的な話が多数載っている。本研修はeラーニングとならないので，同書必読の上，当日，是非，オンラインででも出席されたい。
　・その他，着こなし研修等の恒例企画も検討中である。
　・委員会活動活性化費の関係：コロナの感染拡大状況が落ち着いてから，暑気払いを開催したい。

（４）親睦委員会（担当副幹事長：西田敦，院長：宮下泰彦）
・７３期，７４期新人歓迎旅行：
１０／２８（金）～２９（土）に開催予定。正式募集を掛けている。
コロナが再び感染拡大傾向にあり，他会派では，会派旅行がやむなく中止に追い込まれているところも出ていると聞いている。
しかし，春秋会では現時点では中止せず，１０月ギリギリまで開催予定で進めていきたい。
旅行先は金沢，１泊２日。費用８８，０００円と例年より少しお高めだが，内容は充実している。７０期代には補助がある。旅館は著名な「加賀屋」であり，中堅・ベテランの先生方はもちろん，若手の先生方にとっても楽しんでいただける。とりわけ，若手の先生方にとっては，横のつながりを作り，その大切さを実感できるまたとない機会となるため，催行側としても感染防止対策に万全を期して，開催にこぎ着けたい。若手会員所属事務所の先生方におかれても，快く送り出していただきたい。何年かにわたって新人歓迎旅行が開催できなかった分，今回の若手向け補助は手厚く，参加していただきやすいはず。
コロナ禍の中，ふるってご参加くださいとはなかなか言いにくい状況だが，参加人数の伸びが小さい（現在１０名程度）。是非，参加を検討されたい。

・京セラドームビスタルーム　野球観戦企画：今週土曜日に実施予定。１６名全員チケットが埋まった。
・ワインの夕べ企画：１１月を予定。
　
（５）若手会（担当副幹事長：富井和哉，代表世話役：堀智弘）
・８／５（金）ビアパーティ：コロナの感染拡大状況ではあったが，無事開催できた。イベントは謎解き等，参加者同士の接触をできる限り減らすことに努め，参加者からもたいへん好評を博した。
・第２回破産研修　日程も決まった。講師：浦寛幸会員に，今回は管財事件を取り上げていただく。
・グランピング，若手会旅行等も企画していきたい。

３　　大弁会務・日弁連理事会報告（大阪弁護士会副会長　黒田愛）［書面報告］
（１）8月22日（月），会長，副会長6名でソウル地方弁護士会を訪問し，２つのテーマで意見交換を行い（セッション１ 弁護士会の活性化／弁護士会の求心力，セッション２ 法律扶助・訴訟救助），意見交換会の後，懇親会を開催した。
３年ぶりとなる現地訪問で，両弁護士会の友好・交流を深めることができた。

（２）会長声明 (7月～)
1. 7月26日 特定商取引法等の書面交付義務の電子化に関する政省令の在り方についての意見書
2. 7月27日 死刑執行に強く抗議し，死刑制度の廃止を求める会長声明
3. 8月4日 改めてカジノ解禁に反対するとともに特定複合勧告施設区域精美計画認定手続において公正かつ厳格な審査を求める会長声明
4. 8月18日 法律事務所への創作などについての損害賠償請求事件判決に対する会長声明

（３）大阪弁護士会での主なイベント
1. 7月23日（土） シンポジウム「ロシアによるウクライナ侵攻から，国際法・憲法を改めて考える。講師：秋山肇氏
2. 8月1日 映画「ワタシタチハニンゲンダ！」上映会・対談会
3. 8月6日 街かど無料法律相談会 in ディアモール大阪

（４）日弁連 8月18日(木)・19日(金) 理事会が開催された。
主な審議事項
○第64回人権擁護大会宣言・決議案の件【継続】
(1) 高レベル放射性廃棄物の地層処分方針を見直し，将来世代に対し責任を持てる持続可能な社会の実現を求める決議案の件
(2) デジタル社会において人間の自律性と民主主義を守るため，自己情報コントロール権を確保したデジタル社会の制度設計を求める決議案の件
(3) 旧優生保護法下において実施された優生手術等に関する全面的な被害回復の措置を求める決議案の件
(4) アイヌ民族の権利の保障を求める決議案の件
○日米地位協定の改定とこれを運用する制度の改善を求める意見書案の件
○死刑廃止及び関連する刑罰制度改革実現本部全体会議【継続】
○「家族法制の見直しに関する中間試案」に対する意見書案に関する意見照会の件
○自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインの利用のために災害弔慰金の支給等に関する法律の改正を求める意見書案の件

４　　総会におけるオンラインでの出席・議決権行使に関する意見交換
幹事長：
　初めにオンライン総会の種類等について整理したい。

○総会の種類
◆ハイブリッド参加型：リアル会場＋オンライン
・一方向型：オンライン視聴者は単に視聴するだけで，発言不可。
例：メガバンクの株主総会
・双方向型：オンライン視聴者は発言（音声，文字送信）できるが，議決権行使は不可。
◆ハイブリッド出席型：オンライン者は発言もできるし，議決権行使も可能。
◆バーチャルオンリー型：オンライン会場のみ。例：本幹事会も実質的にこれに当たる

○弁護士会の現況
◆日弁連
・総会：ハイブリッド一方向＋パブリック・ビューイング（日弁連・単位会テレビ会議システムを利用。参加者の各端末からアクセスすることは不可）
　　各単位会の会館に赴いて，パブリック・ビューイングから視聴していた者は，数えるほどであったと聞いている。
・理事会：ハイブリッド出席型（日弁連・単位会テレビ会議システムを利用）

◆大弁
・総会：リアル開催のみ
・常議員会：ハイブリッド出席型。オンライン出席者は多く，音声による発言可能，議決権もあり。

◆春秋会
・総会：ハイブリッド参加型（双方向型）。オンライン者は発言可能であるが，議決権はない。
・幹事会，正副幹事長会：リアル会場を幹事長事務所とするハイブリッド出席型。リアル会場出席者は幹事長のみであるため，実質的にはバーチャルオンリー。

○要検討事項
◆コロナ後の総会の持ち方
現状のオンライン参加型双方向型は，コロナ禍での緊急対応として限時的に取られているとの位置づけでリアルのみに戻すか？　ハイブリッド開催とする場合も，オンライン参加者の発言を認めるか。

◆クリティカル・イシュー
春秋会の会内で意見を二分するような重大問題については，議場に集まり，顔をつきあわせて議論すべきという意見もいただいている。敷衍すると，重大問題についてはリアル出席者のみで討論すべきで，オンライン参加者は発言なしの傍聴のみ，ハイブリッド一方向型とすべきとなる。
他方，会内を二分するような重要な議案こそ，郊外型事務所や，業務・家庭の事情等のためリアル出席困難な会員にも，発言の機会を与えるべきであるという考え方もある。
なお，オンライン参加者の発言を認めるかについては，総会の長時間化，不規則発言の懸念から，質疑応答・動議を制限するかについても，検討を要する。オンライン開催については，ホスト側で，技術的にオンライン参加者の質問・発言を恣意的に取捨選別出来ることに対する懸念もある。

◆オンライン参加者に議決権の行使まで認めるかどうか。
　オンライン開催する場合，安定した総会運営（定足数確保と円滑な議事運営）への配慮が必要となる。
　すなわち，オンライン開催では，通信障害のおそれがある。また，通信障害が発生しなくとも，オンライン出席者は一時離席したり，起案等をしながら参加したり，複数のオンライン会議を掛け持って参加していることがありうる。いざ決議を取る際，適時のタイミングで挙手できないこともあり得て，出席はしているのに，議決権行使数が少なく，決議の成立が危ぶまれるという事態に陥りかねない。
　そのため，オンライン参加者については，必ず委任状を事前にお出しいただいて，当日の議論を聞いて見解が変わり，事前に委任状等で行った意思表示とは異なる意思表示を望む参加者のみ，当日意思表示していただく取扱いが考えられる。
ここで，多数のオンライン参加者が同時に議決権を行使し，運営側が事前の意思表示との合致／不合致を即時に正確に把握して集計するためには，そのためのソフト，アプリ等のシステムが必要である。そのため，現状では，オンライン参加者に議決権行使を認める参加型株主総会を開催している企業は，そのようなシステムを開発できる能力があり，また，それをアピールしたい企業にとどまる。
とはいえ，春秋会は，会員総数６～７００名規模の団体であり，総会参加者数も会場，オンラインを合わせて５０～１００名程度と見込まれる。会員同士，顔の見知った関係性ということもあって，いわゆる「荒らし」行為も想定しがたいと思われる。そのため，オンライン者から委任状をあらかじめいただいておき，総会当日に事前の意思表示内容と異なる意思表示を行った者について，その内容，人数をアナログで目視確認・手計算で数えていくことも，十分可能だと考えられる。

Ａ幹事：
　仮にオンライン化を導入するに当たって，会則の改定は不要か。

幹事長：
　春秋会会則の総会関連規定を確認する限り，会則改訂を要する規定は存在しないようにも思われる。
その意味では，バーチャルオンリーでの開催も可能なのかも知れないが，それは想定していない。総会後の懇親会のことや通信障害時の対応のことを踏まえると，バーチャルオンリー開催は望ましくない。

Ｂ幹事：
　会則４条７項「出席」概念の解釈が問題になると考えられる。
オンライン参加者を出席とし，議決権行使も認める場合，たとえば「出席」（電磁的方法も含む），といった形で，オンライン参加者も出席と取り扱うことを明記する旨の会則改定を行うべきである。
なお，そもそもオンラインでの出席・議決権行使を認めるかどうかということについては，リアル開催に慣れ親しんだ先生方からすれば，リアル開催方式を維持するという声もあり得ると考えるが，総会の運営方法は，会員全員で決めるべきものである。
そのため，全会員の意見を広く募るような機会があって良い。総会に諮る前に，全会員宛にアンケート等を実施しても良いのかも知れない。
　手順を踏んで段階的に進める必要があると考える。

Ｃ幹事：
選考委員会において「意見を聞く会」の開催方法について議論した際，大阪弁護士会の設備では開催できない，といった議論が交わされていたような記憶である。また，ディスプレイに関しても問題提起がなされていたと記憶している。そのような物的環境に関しては，問題ないか。

幹事長：
　開催できないということではなく，弁護士会会議室は無線ＷＩＦＩであるため，有線の設備があった方がより良い，という趣旨で意見交換させていただいた。
ディスプレイについては，春秋会で購入したスクリーンを，保管場所から会場へ都度持ち込んで設営するのが重たくてかなり大変なので，弁護士会でディスプレイを借りることも可能である，といった文脈であった。

Ｃ幹事：
　ハイブリッド開催に賛成である。本日の幹事会についても，オンライン開催がなかったら，自分は参加していない。
　オンライン参加者による発言も，議決権行使も，いずれも認められて良い。オンライン参加者が参加していることが原因となって議論が紛糾することも，また議長がえこひいきして恣意的に発言者を取捨選択することも，どちらも考えにくい。

Ｄ幹事：
　オンライン化は，大きな時代の流れとして，良いと思う。
　以前，会報春秋が電子化される際，他会派では頑張って紙面で発行し，その存在感を訴えているのに対して，春秋会は経費削減のためという理由で電子化に踏み切ってしまって良いのかと，心配に感じたことがあった。
　だが，電子化・オンライン化は，世の潮流でもある。このような現状を踏まえて，総会についてもハイブリッドで開催できるようにする，場合によっては徐々に，バーチャル開催も検討していく。幹事会において，このように検討しているというメッセージを会内に共有して，会内の意見も踏まえて決定するという手順を踏む必要があるが，流れとしては，オンライン化していくことになるだろう。

Ｅ幹事：
　もともとコロナ禍のもと各種ＷＥＢ会議も導入され，裁判所もＷＥＢ裁判を導入するなど歩を同じくしており，自分自身も馴染んできたところである。
　とはいえ，オンライン参加はまだ慣れないところもあり，たとえば挙手して少し発言したいと考えても，若干ためらわれるところもある。
　ハイブリッド開催という方向性については，そうなっていくだろうと考えているが，会場に足を運び，めったに顔を合わせない会員たちと会えるということも，総会の機能の一つのように思われる。

Ｆ幹事：
　裁判手続も順次オンライン化が進んでいっており，その潮流には遅れないようにしていかなければならないと考えている。

Ｇ幹事：
　自分自身として，ハイブリッドに賛成である。
　他方，昨年の幹事会では，議場で顔を付き合わせて議論しなければならない問題場面・議題もあるので，オンライン化には反対であるという意見も，４０期前後の先生方からいただいていた。
　そこで，ハイブリッド開催もリアル開催もいずれも可能である，選択できるという規定ぶりにしておいて，議題の内容によってはリアル開催のみとすることもできる規定にしておくことも，検討されて良いと思う。

幹事長：
「議題の内容によってはリアル開催のみも可」とすることは，重大問題についてはリアル会場に出席出来る者のみで議論すべきとなるが，その方がよいか，ご意見を伺いたい。

Ｈ幹事：
　現在の世情からすれば，ＷＥＢ化しない理由はないのではないかと考える。
　
Ｉ幹事（Ｚｏｏｍチャットより）：
ハイブリッドにすることに賛成ですが，議決権行使については厳格に決めておく方がよいのではないでしょうか。厳しく意見が対立する議題が出てくることもありえます。オンライン参加者は予め委任状を提出し，意見が変わった場合にそれを明示するシステムが妥当なように思われます。
また，会員の意見は様々かと思われ，アンケートを実施した上で，会則変更をしていただくのが会内民主主義の手から望ましいのではないでしょうか。

幹事長：
　全会員向けのアンケート実施については，正副で検討したい。

５　　最後に
・本年度１０月より，嘱託弁護士に就任されることが決まった下枝歩美先生より，ご挨拶いただいた。
　　　　以　　上

